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外国人労働者等に係る当面の機動的な対応について



日系人をはじめとする定住外国人については､製造現場での請負 ｡派遣とい

った不安定な形態で雇用される例が多いところ､日系人集住地域においては､

現下の社会｡経済情勢の下で､厳しい雇用調整の対象とされる動きが見られる｡

一方､こうした労働者については､日本語能力や我が国の雇用慣行に不案内で

あることに加え､職業経験も十分ではないため､安定的な雇用に就くためのス

キルや労働関係法令に関する知識が不足している者も多く､いったん離職した

場合等には､きわめて厳 しい状況に置かれることとなる｡

外国人労働者等については､昨年改正された雇用対策法に基づく取組みや職

業安定行政､労働基準行政､市町村が連携した取組みについて進めてきていた

だいているところであるほか､公共職業安定所が提供する各種の施策も適切に

活用して支援を進めていただいているところであるが､現下の社会 ｡経済情勢

の下､都道府県労働局に対 しては､省内関連部局から新たな取組みに関する様々

な指示が出されていることを踏まえ､外国人労働者等に対するこれらの取,阻み

について万全を期すべく､以下のとおり整理したので､了知の上､都道府県労

働局内の関連部署が連携 して外国人労働者等に係る事業主指導､相談 ｡支援等

の措置に遺漏なきようお原臥､する｡

記

1 的確な雇用情勢の把握 ｡分析について

外国人労働者等に係る的確な雇用情勢の把握 .分析については､平成 20年

12月 9目付け職発第 1209001号 ｢非正規労働者､高年齢者､障害者､外国人

労働者等の離職等に係る支援等について｣ (以下 ｢局長通達｣という｡)に

より指示されているところであり､以下のとお り的確な取組みを行 うこと｡

ア 昨年の雇用対策法改正により設けられた外国人の雇用状況の届出 (以下

｢外国人雇用状況届｣という｡)制度の趣旨は､外国人労働者の雇用管理の

改善やその再就職の援助を的確に図るため､正確な就労実態の把握を目的

とするものであることから､引き続き､同属の履行確保に努めることoこ

の際､外国人労働者の雇入れ時のみならず､離職の際にも届出が必要とな

ることを事業主に徹底すること｡

イ 外国人雇用状況届により得られた情報はもとより､各公共職業安定所に

おける来所者に係る情報や外国人集住地域の市町村の担当部局から収集 し

た情報を加え､ 日常的に都道府県労働局レベル及び公共職業安定所 レベル

において的確に最新の情勢の把握及び分析に努めること｡



ウ 的確な雇用情勢の把握 ｡分析､離職状況の把握に当たっては､職業安定

課及び職業対策課間で緊密に連携 ｡情報共有を図ること0

2 外国人指針に基づく事業主に対する適切な指導について

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための

指針 (平成 19年厚生労働省告示第 276号｡以下 ｢外国人指針｣という｡)に

基づく事業主に対する適切な指導については､局長通達等により指示されて

いるところであり､以下のとお り適切な取組みを行 うことOまた､計画的な

事業主指導については､外国人を多数雇用している派遣 ｡請負等の事業所等

を対象として実施されているが､外国人雇用状況届で新たに外国人を雇用 し

ていることが把握されたものを対象とするなど､その効果的な実施に努める

ことO

(1)外国人労働者の安易な解雇の防止及び再就職援助について

外国人労働者を雇用する事業主に対 し､事業所規模を縮小 ｡廃止する場

合であっても､外国人労働者を安易に解雇することのないよう指導するこ

と｡

やむを得ず解雇等を行う場合であっても､外国人労働者の離職に際して

は､事業主は､雇用対策法 (昭和41年法律第 132号)第8条の規定におい

て､再就職の援助に関し､必要な措置を講ずるよう努めることとされてい

ることから､外国人離職者に係る事業主､とりわけ大量の離職が発生した

業種 ｡地域に係る事業主に対して､この旨､適切な指導を行 うこと｡

(2)労働 ･社会保険の適用について

労働 ･社会保険については､セーフティネットであるにもかかわらず外

国人労働者に対する適用に関して的確な理解をしていない事業主も散見さ

れることから､日本人労働者と等 しく適用されることや関係法令に基づく

事業主の責務を遵守すべきことについて改めて周知徹底するとともに､労

働保険又は社会保険未加入等の疑いがある事案を把握した場合には､関係

行政機関に対 し速やかに遺漏無ぐ情報提供を行 うこと｡

また､窓口においては､別添 1のようなアンケー トを活用するなど､求

職者の雇用保険の適用状況の把握に努めるとともに､雇用保険の適用要件

を満た しているにもかかわらず､雇用保険が適用されていなかった求職者

を把握 した場合は､適切に対応することO

(3)この他､適正な労働条件の確保など外国人指針に定められた事業主が請

ずべき必要な措置についての指導も適切に行うことO

また､事業主向けリーフレットを別添2及び3のとおり作成 していると

ころであり､今後の事業主指導においては､本 リーフレットを活用 して適



切に行 うこと｡

3 公共職業安定所が提供する各種施策の活用等について

外国人労働者等に対する公共職業安定所における各種施策の活用について

は､外国人労働者専門官 (外国人労働者専門官がいない公共職業安定所にあ

っては事業所部門｡以下同じO)と各部門が密接に連携 して対応することのほ

か､以下によるものとすることO

(1)外国人雇用サービスコーナー及び非正規労働者就労支援センターにおけ

る相談支援について

ア 日系人を中心に定住化が進んだことと相まって､外国人雇用サービスコ

ーナーに寄せられる相談内容も現下の社会 ｡経済情勢の下では､求職相談

にとどまらず労働条件や社会保険､生活支援に関する内容など多岐にわた

るものが見込まれることから､下記5も踏まえ適切に対応すること｡

イ 非正規労働者に対する就労支援については､平成 20年 11月 27目付け

職発第 1127003号別添 1｢非正規労働者就労支援事業運営要領｣に基づき､

｢非正規労働者就労支援センター (キャリアアップハローワーク)｣にお

いて行っているところであるが､職業能力形成機会に恵まれなかった者で

あって､かつ､安定就職を求めているなど､個別支援の要件に該当する者

である場合には､外国人も当然に支援対象となるものであること｡

(2)各種助成金等の活用について

ア トライアル雇用

トライアル雇用については､平成 20年 10月 31目付け改発第 1031001

号､職開発第 1031001号､職外発第 1031001号 ｢外国人労働者に係る当

面の機動的な雇用対策について｣(以下 ｢三課長内かん｣という｡)によ

り指示 しているとおり､ トライアル雇用の趣旨は､職業経験､技能､知

識等から就職が困難な特定の求職者層等について､これらの者を一定期

間試行雇用することにより､その適性や業務遂行可能性を見極め､求職

者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて､これらの者の早期

就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものであること｡

この趣旨に鑑み､ トライアル雇用の対象 とすることが適当であると判

断される外国人求職者については､今後とも､日本人求職者 と等しく取

り扱 うことができるものであること｡

なお､在留期間に制限のある場合であっても､当該期間に基づき常用

雇用への移行を前提とすることが不可能となるものではないため､在留

期間に制限のある外国人求職者であってもトライアル雇用の対象となり

得るものであることO



イ 特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金については､三課長内かんにより指示して

いるとおり､特定求職者雇用開発助成金 (以下 ｢特関金｣という｡)の趣

旨は､高年齢者及び障害者その他就職が特に困難な者及び雇用に関する

状況が悪化 した場合等に就職支援が必要な者等の雇用機会の増大を図る

ため､これ らの就職困難者及び緊急就職支援者等を継続して雇用する労

働者として雇い入れる事業主に対し助成を行 うものであること｡

この趣旨に鑑み､特関金の対象労働者 とすることが適当であると判断

される外国人求職者については､今後とも､日本人求職者と等しく取 り

扱 うことができるものであること｡

なお､在留期間に制限がある場合であっても､助成金の支給終了後も

引き続き相当期間雇用されることが確実であると認められる場合は､特

関金の対象となり得るものであること｡

り 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金及び本年 12月 1日より施行されている中小企業緊急雇

用安定助成金については､雇入れに係るもののほか､教育訓練について､

三課長内かんにより指示しているとおり､職業に関する知識を習得させ､

又は向上させることを目的とするものであることから､日本語や我が国

の雇用慣行に未習熟である外国人に対し日本語や我が国の雇用慣行に関

する教育訓練を実施することは､他の要件を満たす限り､雇用調整助成

金における教育訓練に該当するものであること｡

また､雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金については､本

年 12月9日より､被保険者期間が6か月未満の者や雇用期間が6か月以

上の被保険者以外の者も助成対象になるので､この点についても十分留

意すること｡

エ 雇用失業情勢の厳しい地域に対する助成金

雇用開発奨励金､中核人材活用奨励金､沖縄若年者雇用促進奨励金､

地域再生中小企業創業助成金､通年雇用奨励金については､各種助成金

の他の要件に該当する限り､外国人についても対象となるものであるこ

とO

オ リーフレットの活用について

各種助成金等の周知については､事業主向けリーフレットにも記載し

ているところであり､当該リーフレットを活用 し､趣旨に則った各種劫

成金等の適正な周知を図ること｡

(3)住宅確保に係る支援について

ア 労働移動支援助成金 (離職者住居支援給付金 (仮称))



雇止めや解雇を行った派遣労働者､有期契約労働者等に対し､離職後

も引き続き住居を無償で提供する事業主に対し助成を行 う労働移動支援

助成金 (離職者住居支援給付金 (仮称))については､外国人も対象とな

るものであること｡

イ 雇用促逓住宅

雇用促進住宅については､貸与要件等を満たす外国人についても対象

となるものであること｡

ウ 就職安定資金融資事業

就職安定資金融資事業の趣旨は､解雇や雇用期間満了による雇止め等

による離職者のうち､当該離職に伴いそれまで入居 していた社員寮から

の退去を余儀なくされる者等に対して､住宅入居初期費用などの必要な

資金を貸し付けることにより､これ らの者の住居と安定的な就労機会が

円滑に確保できるよう支援するものであること｡

この趣旨に鑑み､外国人求職者についても､今後とも日本国内で就業

し､国内で貸付金の返済をする意志が認められる場合においては､本事

業の対象となり得るものであること｡

エ 窓口においては､別添1のようなアンケー トを活用するなど､住宅問

題に関し外国人の注意喚起を図ること｡

(4)雇用保険制度の適正な運営について

雇用保険制度については､本国において失業補償制度の適用を受けてい

る場合等を除いて､雇用保険の適用事業に雇用される労働者は､国籍の如

何を問わず､被保険者となる｡

このため､公共職業安定所においては､引き続き､局長通達による指示

等に沿って､外国人労働者専門官と雇用保険部門との連携を密にしつつ､

これら雇用保険制度について､外国人労働者を雇用する事業主や外国人労

働者に対する周知を徹底するとともに､適用漏れを把握した場合には､雇

用保険被保険者資格取得届を遡及して行わせるなどの必要な指導を行 う等､

外国人労働者に係る雇用保険制度の適正な運営を図ること｡

4 外国人労働者に係る不適切な解雇､雇止めの予防等及び労働者派遣契約の

中途解除等に係る指導等について

(1)外国人労働者に係る不適切な解雇､雇止めの予防等について

外国人労働者に関しても日本人労働者と同様に､いかなる経済情勢の下

においても労働基準法等で定める法定労働条件が確保 されなければならな

いことは言 うまでもないことに加え､解雇や雇止め､労働条件の切下げ等

についても､労働基準法等に違反 しない場合であっても労働契約法や裁判



例等を踏まえ適切に取り扱われることが重要であることから､平成 20年 12

月 9日付け地発第 1209001号､基発第 1209001号 ｢経済情勢の悪化を踏ま

えた適切な行政運営について｣に基づき､不適切な解雇､雇止めの予防等

のための啓発指導に努めるとともに､申告 ･相談事案-の適切な対応を図

るものであること｡

特に､母国語による労働相談を求める外国人労働者については､｢外国人

労働者相談コーナー｣においても労働契約法等に係る情報を提供する､相

談内容に応 じて職業安定機関等の関係行政機関に取り次ぐ等適切に対応す

るほか､下記5によること｡

(2)労働者派遣契約の中途解除等に係る指導等について

外国人労働者に関しても日本人労働者と同様に､派遣労働者であれば､

いかなる経済情勢の下においても労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 61年法律第 88号)が遵

守されなければならないことは言 うまでもないことに加え､現下の雇用失

業情勢を踏まえ､労働者派遣契約の契約期間満了に伴 う契約の不更新や契

約期間満了前の契約解除等 (以下 ｢労働者派遣契約の中途解除等｣という｡)

については､平成 20年 11月.28日付け職発第 1128002号 ｢現下の厳しい雇

用失業情勢を踏まえた労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労

働者の雇用の安定の確保について｣により､派遣元事業主及び派遣先双方

に対して､派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 (平成 11年労働省告

示第 137号)及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 (平成 11年労働省告

示第 138号)に基づき､派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講ず

るよう指導等の徹底について指示されたところであること｡

特に､労働者派遣契約の中途解除等に係る労働基準行政及び職業安定行

政の連携については､平成 20年 12月 10日付け基発第 1210009号､職発第

1210002号 ｢労働者派遣契約の中途解除等-の対応について｣により指示さ

れているところであること｡

5 職業安定行政 ｡労働基準行政 ｡市町村が連携した対応について

市町村とも連携した母国語による情報提供 ｡相談体制の構築については､従

来から市町村や地元日系人コミュニティー等との緊密な連携を積極的に図り

つつ､日系人の雇用や生活上の問題点を踏まえた対応を行 うこととしていると

ころであるが､三課長内かんで指示されているとおり､この連携をさらに強化

するため外国人求職者等が母国語でワンス トップで相談を行 うことができる

窓口 (外国人出張行政相談コーナー)を設け､これを適切に運用すること｡こ

の際､別添 1のようなアンケー トを活用するなど､生活保護など地元自治体が



提供する福祉サービスについて説明を希望する意向を把握した場合には､外国

人出張行政相談コーナーで一元的に対応するほか､地方自治体の窓口を説明す

るなど適切に対応することO

なお､平成 20年 12月9日付け地発第 1209001号､基発第 1209001号 ｢経済

情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について｣により指示されているとおり､

労働基準監督機関においても､これと連携し､外国人労働者の労働条件に関す

る相談についても､ワンス トップで対応するものであること｡

さらに､主として派遣 ･請負の形態で雇用される外国人を対象として､別

添4のとお りリーフレットを作成したので､適切に活用されたい｡また､本

リーフレットについては､別添 5及び6のとおりポル トガル語及びスペイン

語に翻訳 しているところであり､労働局や地元自治体のホームページ-の掲

載なども含めて活用されたい｡

おって､平成 20年度 2次補正予算案においてふるさと雇用再生特別交付金

(仮称)及び緊急雇用創出事業 (仮称)が盛 り込まれているところであるが､

同予算が成立したあかつきには､地方公共団体の判断により外国人に対しても､

これらを活用した対策がとられるものであること｡



アンケー トのイメージ

⑳ 相談者に関する属性 (年齢､性別)

◎ 離職時期

⑳ 離職理由

⑳ 当該離職に係る雇用されていた期間

● 雇用保険の基本手当受給資格の有無､給付日数

● その他 (雇用保険､住居確保や福祉サービスに関する説明希望の

有無等)

等



日系 人 等
0,il g_仝聖 一望 』

事 業 主 の 方には､『外 国人指針』に則った外国人労働 者 の雇用管理が求 められ ます｡

外国人指針

Ⅰ 解雇 の 防止 や再 就職の支援 に取 り組んで くだ さい

○ 事業所規模を縮小･廃止するときでも､外国人労働者を耳易に解足して1如＼けS.ttん｡

※ 盟軌差迫国藷を理由と亘る巌雇は禁止されています｡

○ 派遣契約や請負契約を中途解除されても､労働製約は抱いており.方地割士別金を支鬼う必糞があり
ます｡なお､盟胤畳虫国真書皇室里由と生る汲遺髪組ja醒底止盈止されています｡

O やむを得ず解雇等を行う場合は､再就職を希望する者に対して､関連企業等へのあっせん､教育訓練

等の実施･受講あっせん､求人情報の提供など､外国人労働着_の在常流胤 さ応Lt.再就恥が可能となZ.
よう.必電生温助に努めてください.

また､解雇予告など労働関係法令に定める事項について遵守してください｡

～～ 外国人労働者の雇用維持やスキルアップを図るための助成制度もあります(詳しくは裏面をご覧ください｡). ～～

Ⅱ 労働 者の セ ーフ テ ィネ ッ トについて､適切 な手続 ･必要な援助 を

セ ーフ テ ィーネ ッ ト (労働 ･社会保 険) は ′=預入B 勧 占lLも等 し＼適 用 され ます｡

- これらへの加入は事業主の義務です -

このほか外国人労働者への援助として､

･労働 ･社会保険の内容や給付の手続等を周知してください｡

･離職票の交付等必要な手続を行うとともに､失業等給付受給のため-ローワークを案内してください｡
･厚生年金保険-の加入期間が6か月以上の外国人労働者が帰国する場合には､帰国後に脱退一時金

の支給を請求し得る旨を説明し､社会保険事務所等の関係機関の窓口を案内してください｡

Ⅲ これ らにつ いて も お願 い します

･日本語教育や 日本の生活習慣､文化､風習､雇用慣行等の理解を深める指導や､外国人労働者からの

生活･職業上の相談にのってください｡

･外国人労働者のIJ) ,1 ㌧′促か

る t,.['"L.IlL ～)払底してください｡

ようにしてください｡また､退職の際には､当該労働者の権利に属す

やむ彦得ヂ舛屠人jym音義勝野させた場合/こJ:i･･･慮骨炭姐
外国人 (特別永住者を除くぅ)の融織の隙には､その都度､当該外国人の氏名､在留資格等を

確認 し､/ロ ワ クへ届け出る_Lとか 捕ヨけられ モいます.

洋 雇用保険被保険者.離職Lた日の翌日から10日以内に r層用保険被保険者資格喪失届｣とともに届出
上記以外の労働者:離職Lた日の属するE]の翌月の末日までに届出

※ 外国人労働者を屑い入れた際にも届出は必要です

外国人指針や雇用状況の届出について詳しいことは､

パンフレット｢91lZj人雇用はJL,-ルを守っr適正1 i.｣または

HP(http://www.mhlw.gojp/bunya/koyoulgaikokujin･koyou/index.htmL)をご覧ください｡



日系人等の外国人労働者の雇用調整をお考えの事業主の皆様へ

厳しい景気後退による受注減少の中で､日系人等の外国

中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金を活用し､日系人等の外国人
労働者の雇用維持とスキルアップを図ってみませんか｡

中小企業緊急雇用安定助成金

○ 支給要件
中小企LJであって

(か 最近3か月の生産量がその直前3か月又は前年同期
比で減少していること｡

② 前期決算等の経常利益が赤字であること｡
(生産量が5%以上減少している場合は不要)

○ 対象労働者
(か 雇用保険被保険者 (新規学卒者を含む)
② 週の所定労働時間が20時間以上かつ6か月以上雇
用されている被保険者以外の方

○ 助成率等
･休業､教育訓練､出向 ･教育訓練経費

手当等の4/5 1人1日6,000円

くコア

雇用調整助成金 (大企業)

○ 支給要件
最近3か月の生産量がその直前3力ヽ月又

は前年同期比で5%以上減少していること○

○ 対象労働者
① 雇用保険被保険者 (新規学卒者を含む)
② 週の所定労働時間が20時間以上かつ6
か月.以上雇用されている被保険者以外の方

○ 助成率等
･休業､教育訓練､出向

手当等の1/2
･教育訓練糸空費

1人1【∃1,200円

･# 平成29年JZ月額春の真絵貴件 助成率等です
(今後変更される場合もありますので､詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください｡)

事業主の皆様は
休業手当等の負担が軽減され､更に教育訓練経費を活用して ･

例えば､

教育訓練経費1人1日6,000円 × 10人 = 60.000円
- 1クラス10人の日本語教室を開催し､講師1人を6万円で呼ぶ

スキIL77･y7.I

景気がJa待した緒臥 ス牛IL77ty7したE)系人等の外国^労働者
を活用するこtが出来事す.I

スキルが不足している外国人に対し､助成金を活用した日本語教育や職業訓練を行い､

雇用を維持しつつスキルアップを図る場合にも活用することができます｡

O ｢トライアル雇用奨励金｣や｢特定求職者雇用開発助成金｣等の各種助成金や国の様々な支援メニュー

は､外国人労働者であっても､日本人労働者と等しく対象となりますので､積極的な活用のご検討をお願

いいたします｡

雇止めや解雇を行った派遣労働者､有期労働契約者等に対し､離職後も引き続き住居を無償で

提供する事業主に対 し助成する制度もあります｡

う 厚生労働か 都道帝県労働局 ･公共職業安定所 頒 働基準監督署
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･嶋 韓 王 な ど Ⅶ 穐 雷 も 徽 義 虫 や 曽 義 へ

製造会社からの派遣契約打ち切り､製造発注停止などにより､やむを得ず労働者の解雇 ･雇止めをお考え

事業主もいらっしゃるかもしれません｡

しかし､特に､外囲人労働者は生活 ･雇用環境に不慣れであることから､解雇 .雇止めを受けることは､

Z響が多大なものとなります｡

このため､外国人を雇用する事業主の皆様には､外国人労働者の雇用の安定 ･雇用管理の改善に努めるこ

が定められています｡ (赴国人労働竜也雇員監理の改善等に開脚 こ対処

Ⅰ 労働者のセーフティネットについて､適切な手続 ･必要な援助を

セーフティーネット (労働 ･社会保険)は 叶･J.̂37戯 6日.L等L/(二通用されます｡

このほか外国人労働者への援助として､

･労働.社会保険の内容や給付の手続等を周知してください｡

･離職票の交付等必要な手続を行うとともに､失業等給付受給のため-ローワークを案内してください｡
･厚生年金保険-の加入期間が6か月以上の外国人労働者が帰国する場合には､帰国後に脱退一時金の支給を
請求し得る旨を説明し､社会保険事務所等の関係機関の窓口を案内してください｡

Ⅱ 労働関係法令 も､当然､等 しく適用されます

(1)国籍を理由とする差別的取扱いの禁止

使用者は､労働者の川棚､信条又は社会的身分 JIFl山1し ､賃金､労働時間その他の労働条件について､･.
)jlJIpr/)如拙‥ L･H り吏t子 . (労働基準法第3条)

※ oIJ'liJt恒 Frり /, r7日'FもJ Itrlllt. 川ITt.I 1 ト剛いjHclJ.'こしイL .1什されています｡また､派遣

先事業主は､国籍を理由とした派遣契約の解除をしてはなりませんo(労働者派遣法第44J条.第27条)

(2)労働条件の明示

使用者は､労働契約を締結するに当たって､賃金､労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければな

りません｡特に､廉金､労働時間等の事項については､その内容が明らかになる書面(労働条件通知書等)を交付
することが必要です｡ ,lTTlnltj '11日J 糾 rl,ブ11恨 /とされています｡(労働基準法第15条等)

(3)最低賃金 ※最低賃金の額に関しては､派遣先の地域別最低賃金や産業別最低賃金の額が適用されます｡

事業主は､労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませ声D最低賃金は､都道府県ごとに
地域別最低賃金と産業別最低賃金が定められています｡(最低賃金法第4条等)

(4)賃金の支払 ･強制貯金の禁止

賃金は､通貨で､労働者に対し直接に､全額を､各月1回以上､一定期日を定めて支払わなければなりませんO
ただし,税金､雇用保険料､健廉保険料､労使協定に基づく控除(組合費等)は全額払いの例外となります｡また､
使用者は､強制的に労働者の賃金を貯金する契約を結ぶことはできません｡(労働基準法第24条･第18条)

(5)金品の返還 ･旅券等の預かり禁止

労働者が退職する際に､権利者の請求があった場合､使用者は､賃金を7日以内に支払い､当該労働着の権

利に属するiltl-'LJい りう純 一 }､｡また､い I._L ,)'3 1日) ､Tul順一L 付11か ようにす
ることとされています｡(労働基準法第23条等)

Ⅲ これ らについてもお願い します

｡日本語教育や 日本の生活習慣､文化､風習､雇用慣行等の理解を深める指導や､外国人労働者からの生活･職業
上の相談にのってくださいD

･外国人労働者を常時10人以上雇用するときは､人事課長等を雇用労務責任者に選任してください｡

(I) 讐 讐 ぎ l;警 讐 禦 .5.:9禁 禁 票 禁 こ｡禁 苦 讐 ;fl:チ



やむを得ず解雇 ･雇止めをする場合には.労働基準法等に基づく責任を果たさなければなりません

まず,解雇の防止や再就鞍の支転に取U組んでください

○ 事業所規模を縮小･廃止するときでも､外国人労働者を安易ItZ解雇L/て払いりません｡
※ 労風者42盟捜査理由とする巌雇足芸止されています｡(労働基準法第3条)

○ やむを得ず解雇等を行う場合は､再就職を希望する者に対して､関連企業等へのあっせん､教育訓練等の実施･
受講あっせん､求人情報の提供など､外国人労働者o_)在留資胤､麻LpI.-酉就脚が可能(なるよう､必要な援助
に努めてください｡

解雇については労働契約法の親定を守らなければなtJません

① 期間の定めのある労働契約の場合

客観的に合理的な理由を欠き､社会通念上相当と認められない解雇は､拝利をiJゝ:用したものとされ､

無効となります｡(労働契約法第16条)

･=2) 有期労働契約 (期間の定めのある労働契約)の場合

登録型派遣のような､派遣労働者と派遣会社との労働契約が有期労働契約の場合や､期間工などは､
やむを得ない事由がある場合でなければ､契約期間中に解雇することはできません｡ (労働契約法第
17条第 1項)①の期間の定めのない労働契約の場合よりも､卵屈の毛洲生rn L 判師されます｡

※ 解雇が無効とされた場合には､会社は､解雇しようとした後の期間についても賃金の支払い等を行
う必要があります｡

有期労働契約の雇止めについては.その暮準が定められています

○ 有期労働契約 (期間の定めのある契約)における使用者が講ずるべき措置について r有期労働契約

の締結､更新及び犀止めに関する基準｣が定められています｡

(

雇用期間の満了に伴い､雇用契約を更新しない (尾止めをする)場合にも､雇用契約が3回以上更新され
ている場合や､車初の雇用から1年を超えて継続勤務している場合には､少なくとも30日前までl予告
をしなければなりません｡

労働者は､雇止めの予告後に､足止めの理由について孟正明暮を請求することができ､使用者は速やかに証
明書を交付しなければならないこととされています｡

○ 裁判例によれば､繰り返し契約を更新していた等の状況に照らし､尾止めは権利の濫用として､認

められない場合があります｡

社宅や索に入居している労働者への配慮をお願いします

○ 社宅や寮に入居している労働者は､離職に伴い､住居を喪失するおそれがありますので､生活の激変

を緩和し求職活動への支障が生じないよう､離職後も引き続き一定期間の入居について､できる限りの

配慮に努めてください｡

※ 離職後も引き続き住居を無償で提供する事業主に対し助成する制度もあります｡



やむぎ#ヂ舛@^#m者あ好好さQf_一層倉/=d･･･慮摺物 義好
外国人 (特別永住者を除く｡)の離職の際には､その都度､当該外国人の氏名､在留資格

等を確認 し､ハ ロ ワークへ屑け出ることがな務づけら也てい果すO(雇用対策法第28条)

※ 雇用保険被保険者 離職した日の翌日から10日以内に ｢雇用保険被保険者資格喪失届｣とともに届出
上記以外の労働者･離職した日の属する月の翌月の末日までに届出

※ 外国人労働者を雇い入れた際にも届出は必要です｡

外国人雇用状況の届出とは別に､1か月以内に､日本人労働者も含め30人以上の離職者が生

じるときは､再就職援助計画又は大量雇用変動の届出を作成し､ハローワークに提出しなければ

稚~唱盃盃至悪 意 ~言 ~~這 二 ~r~∵ 二 ~~~~I~'~~tl - __________
1 労働者派遣契約が中途解除された喝合には

○ 派遣契約と労働契約は別であり､派遣契約が解除されたからといって､安易に派遣労働者
を解雇できるものではありません｡

○ 派遣会社は､派遣先と連携して､派遣先の関連会社での就業のあっせんを受けるなど､派
遣労働者の新たな就業機会を確保するようにしてください｡

【参考】派遣先の講ずべき措置について

○ 派遣先が派遣契約の中途解除を行う場合について､ ｢派遣先が講ずべき措置に関する指
針｣に､ 派遣先が行うべき措置が次のとおり規定されています｡

① 派遣会社の合意を得るとともに､予め相当の猶予をもって申し入れること

② 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会を確保するこ
と

③ ②ができないときは､遅くとも30日前に予告し､予告しない場合は､派遣会社に派遣
労働者の賞金相当分の損害賠償を行うこと

派遣会社

塩 屋
三 1-_,

ご t-,:+ 逮

派遣先

派遣労働者

労働者派遣契約と労働契約は別

2 賃金文は休業手当の支払いが必要です

よる派遣契約の中途解除の場合には､
､派遣先の関連会社での就業のあっせ
り派遣労働者の新たな就業の機会を確
となどが指針に規定されています｡

○ 派遣契約が中途解除されても､派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は継
続しており､派遣会社は賃金を支払う必要があります.

0 仮に､次の派遣先がなく､派遣労働者を休業させる場合は､休業期間中について､労働基
準法に基づき､平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません｡

○ なお､休業により､雇用維持を図る事業主に対しては､休業手当の一部を助成する制度も
あります (次ページをご覧ください)｡



○ 最近､労働者派遣契約の中途解除等を行う事案が増加傾向にありますが､労働者派遣契約力鳩等除され

ること等に伴い､派遣労働者の雇用にも多大なる影響を与えています｡派遣労働者の雇用の安定を図る

ためにも､派遣契約の安易な中途解除は行わないようお願いします｡

○ また､やむを得ず派遣契約を中途解除する場合は､派遣先の講ずべき措置に関する指針に基づき適切

に対応することが必要です｡

派 遣 先 の 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針

1 派 遣契約 の解除 の事 前 の 申入れ

○ 派遣先は､派遣会社の合意を得ることはもとより､あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣会社に解除

の申入れを行うことが必要です｡

2 派遣先 にお ける就業機会 の確保

○派遣先は､派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により､派遣労働者の新たな就業機会の確保を

図ることが必要です｡

3 損 害唐償等 に係 る漣切 な 措 置

○ 派遣労働者の新たな就業機会の確保を因ることができないときには､中途解除を行おうとするEjの少な

くとも30日前に派遣会社に予告することが必要です｡

○ 予告を行わない場合は､速やかに､派遣労働者の少なくとも30Ej分以上の賃金に相当する矧 こついて

損害の賠償を行うことが必要です｡派遣先が予告を した日から中途角邪宗のEjまでの闇の期間が30日に満

たない場合には､少なくとも中途解除の日の30日前の白から予告の日までの期間の日数分以上の賃金に

相当する額について行うことが必要ですc

O その他派遣先は派遣会社と+分に協議 した上で適切な善後処理万策を講ずることが必要です｡

○ 派遣先は､派遣会社から請求があったときは､中途解除を行った理由を派遣会社に対 し明ら力＼にするこ

とが必要です

雇用維持 ･再就職援助の助成制度もあります

○ 雇用を維持するための ｢胤用調理助成者｣や ｢中小介 k肖綿 九円'i定助成 ｣は､スキルが不足している外国人労働

者に対し､日本語教育や職業訓練を行い､雇用を維持しつつスキルアップを図る場合にも活用することができます｡

中小企業緊急雇用安定助成金

○ 支給要件
中小企Ltであって
(》 最近3か月の生産itがその直前3か月又は前年同期比で減少

していること｡
② 前期決算等の経常利益が赤字であること｡

(生産量が5%以上減少している場合は不要)

○ 対象労働者
(D 雇用保険被保険者 (新規学卒者を含む)
② 週の所定労働時間が20時間以上かつ6か月以上雇用されて

いる被保険者以外の方

○ 助成率等
･休業､教育訓練､出向 ･教育訓練経費

手当等の1 1人 1日h JHu円

雇用調整助成金 (大企業)

0 支給要件
最近3か月の生産量がその直前3か月又は前年同期比

で5%以上減少していること｡

○ 対象労働者
tAi)雇用保険被保険者 (新規学卒者を含む)
◎ 週の所定労働時間が20時間以上かつ6か月以
上雇用されている被保険者以外の方

○ 助成率等
･休業､教育訓練､出向

手当等の 教育訓練経費
1人 1ロ 円

･# 平成20年1之月現在の真如象14g]痩辛Jd,,r卓 (今後変電される場合もありますので､詳しくは最寄りの-ローワークにお問い合わせください̀ )

○ 雇止めや解雇を行った派遣労働者､有期労働契約者等に対し､払椅後も引き続き住居を轍儀で壬引共する筆算主に対

し助成する制度もあります｡

○ このほか ｢トライアル雇用奨励金｣や ｢特定求職者雇用開発助成金｣等の各種助成金や国の様々な支援メニューは､

外国人労働者であっても､日本人労働者と等しく対象となりますので､積極的な活用のご検討をお願いいたします｡
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繭 一ご 顧 海 老 綱 葺 面 車 重

働き方には派遣 ･期間工などいろいろな形態があります力＼ 働き方によらずあなたは我が国の雇用保険な

どのセーフティネットや労働法令により守られています｡このパンフレットは､日本で働く上でこれだけは

知っておいていただきたいという最低限の内容をまとめたものです｡

このパンフレットの内容については､労働局､ハローワーク､労働基準監督署などにお問い合せください｡

あなたを守るセーフティーネット:雇用保険に入っていますか?

雇用保険に加入していれば､万が一の失業の時には失業手当を受け取れます｡派遣･請負の方も対象となりますC

く雇用仔険の加入要件>

(か 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること

(注)1回の雇用期間が1か月や2か月であっても､繰り返して同じ事業主に雇用されている場合には､
この要件を満たすことがあります｡

(診 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること

※ あなたが=うした要件に当てはまると思ったら､ハローワークに相談してみましょう.

労災保険,健康保険､厚生年金保険についても､一定の要件を満たせば派遣 ･請負の方も

対象となります｡

各保険の詳しい内容･要件や手続等に関しては､最寄りのハローワーク(雇用保険関係)､社会保険

事務所(健康保険･厚生年金保険関係)や､労働基準監督署(労災保険関係)-お尋ねください｡

日本で働く人は労働基準関係法令で守られています｡

(1)国籍を理由とする差別的取扱いの禁止

使用者は､労働者の国籍､信条又は社会的身分を理由として､賃金､労働時間その他の労働条件について､差
別的取扱いをしてはなりません｡ (労働基準法第3条)

※ 派遣元草葉主だけでなく､派遣先事業主も国籍を理由とする差別的取救いは禁止されています｡また､派遣

先事業主杜､国籍を理由とした派遣契約の解除をしてはなりません｡(労働者派遣法第44条･第27条)

(2)労働条件の明示

使用者好､労働契約を締結するに当たって､賃金､労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければな
りません｡特に､賃金､労働時間等の事項については､その内容が明らかになる書面(労働条件漬知書等)を交付
することが必要です｡この書面は､外国人労働者が理解できるものとされています｡(労働基準法第15条等)

(3)最低賃金 ※最低賃金の額に関Lては､派達先の地域別最低賃金や産業別最低賃金の額が適用されます｡

事業主は､労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません｡最低賃金は､都道府県ごとに
地域別最低賃金と産業別最低賃金が定められています｡(最低賃金法第4条等)

(4)賃金の支私 ･強制貯金の禁止

賃金は､通貨で､労働者に挿し直接に､全額を､亀月1回以上､-在期 日を定めて支払わなければなりません｡

ただし､税率､雇用保険料､健廉保険札 労使協定に其づく控除(組合費等)は全額払いの例外となります｡また､
使用者は､強制的に労働者の賃金を貯金する契約を結ぶことはできませんO(労働基準法第24条･第18条)

(5)金品の返還 ･旅券等の預かり禁止

劣職者が退職する際に､､権利者の請求があった場合､使用者は､東金を7日以内に支払い､当該堵働者,7)権

利に属する金品を返還しな刷 tば奉りません.また､事業主は旅券及び外国人登録証明書を保管しないようにす
ることときれていますC(労働基準法第23条等)

労働基準関係法令については､最寄 りの労働基準監督署にお尋ね ください｡



屈 ･ 雇 止 め の 場 合 の ル ー ル =コ
解 雇 に関 する 一 般 的 な ル ー ル な ど

固持を理由とした解雇は禁止されています

〇 月働有の国 f,を理由J･する解雇は禁止されていますO

雇 用 期 間 に 定 め の な い 労 働 者 の 場 合

雇用期間に定めのある労働者の場合 (契約朋間を例えば半年や1年と設定している万のことです)

解雇については労働契約法の規定を守らなければなLJません

雇用期間に定めのある派遣労働者や期間工などの解雇は､やむを得ない事由がある場合でな
ければ､雇用期間途中で解雇する｣とはできません｡雇用期間の定めのない労働者よりも､耶尼
の有効性は厳しく判断されます｡

※ 解雇が無効とされた場合には､会社は､解雇しようとした後の期間についても賃金の支払い等を行
う必要があります｡

有期労働契約の雇止めについては.その基準が定められています

○ 雇用期間の満了に伴い､雇用契約を更新しない (雇止めをする)場合にも､雇用契約が3
回以上更新されている場合や､最初の雇用から1年を超えて継続勤務している場合には､少
なくとも30日前までに予告をしなければなりません｡

○ あなたは､雇止めの予告後に､雇止めの理由について証明書を請求することができ､使用
者は速やかに証明書を交付しなければならないこととされています｡

○ 裁判例によれば､繰り返し契約を更新していた等の状況に照らし､雇止めは権利の濫用と
して､認められない場合があります｡



特に派遣 ･製造業の請負で働いている場合には ･･･

派遣契約が中途解除されても.労働契約は継続してます

○ 労働契約と派遣契約とは別です｡派遣契約が途中で解除されても､あなたを雇用している

派遣会社とあなたとの労伽契約は続いており 派遣会社は貸金を支払う必要があります｡

○ 派遣契約が中途解除された場合､あなたを雇用する派遣会社は､派遣先の会社と連携して

派遣先の関連会社での就業のあっせんなど新たな職場を確保することが求められています｡

○ 仮に､次の派遣先がなく休業させた場合､派遣会社は､休業期間中､休業手当 (平均賃金

の60%以上)を支払わなければなりません｡

○ 派遣契約が途中で解除されたからといって､安易に解雇されるものではありません｡ (節

雇に関しては前ページ参照)

製造などの請負契約が中途解除されても､労働契約は継続■してます

○ 労働契約と請負契約とは別です｡請負契約が途中で解除されても､あなたを雇用している

請負会社とあなたとの労働契約は続いており 請負会社は貸金を支払う必要があります｡

○ 請負契約の中途解除が発注元の責任による場合､発注元は､発注元から仕事の機会を提供

することや､30日前の予告を行うこと､これができない場合には30日分以上に賃金に相当す

る金額の損害賠償が求められています｡

○ 仮に､次の受注がなく休業させた場合､請負会社は､休業期間中､休業手当 (平均賃金の

60%以上)を支払わなければなりません｡

○ 請負契約が途中で解除されたからといって､安易に解雇されるものではありません｡ (解

雇に関しては前ページ参照)



0 お仕事をお探しのとき､雇用保険やお住まいの相談などについては､ハローワークへ
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○ 賃金の不払や､解雇に関する相談などについては､

労働局､労働基準監督署の外国人労働者相談コーナーへ

(外 国 人 労 働 者 相 談 コー ナ ー 一 覧 ) ※言含蓄 ポ･ポルトガル語 ､ス スペイン語
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※ このほか各都道府県労働局には､

①不当な解雇や雇止めを始めとした労働問題に関するあらゆる分野について相談に応じる ｢総合労働

相談コーナー｣ (労働基準監督署にも設置)

②労働者派遣に関する相言射こ対応する ｢需給調整事業担当部署｣ が設置されています.

(う警 ≡ 警 三 男 苧慧 慧 ○｡慧 票慧 慧 三豊 警 監督署
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